
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
七
二

○
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
七
二

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件

二
七
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

二
七
四

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

二
七
四

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
七
六

規

則

福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
九
号

福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
島
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
当
該
各
号
」
を
「
知
事
が
別
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
一
号
様
式
」
を

削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
号
様
式
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
号
様
式
」
を
削
り
、
同
項

第
四
号
中
「
第
四
号
様
式
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
調
理
師
免
許
証
返
納
届
（
第
四
号
様
式
の
二
）
」

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
調
理
師
試
験
受
験
願
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
願
書
」
に
改
め

る
。第

三
条
中
「
合
格
証
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
合
格
証
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
願
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正

後
の
福
島
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
願
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
合
格
証

書
は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
合
格
証
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
六
十
号

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
願
書
」
に

改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
合
格
証
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
合
格
証
書
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
知
事
が
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
製
菓
衛
生
師
免
許
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
製
菓
衛
生

師
名
簿
訂
正
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
製
菓
衛
生
師
名
簿
登
録
消
除
申

請
書
（
第
七
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
製
菓
衛
生
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書
（
第
八
号

「

書
換
え
交
付

様
式
）
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中

製
菓
衛
生
師
免
許
証

申
請
書
（
第
九
号
様
式
）

再

交

付

」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
製
菓
衛
生
師
免
許
証
返
納
届
（
第
十
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め

る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
願
書
及
び
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
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改
正
後
の
福
島
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
願
書
及
び
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
合
格
証
書
及
び

証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
規
則
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
合
格
証
書
及
び
証
明
書
と
み
な

す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
る
製
菓
衛

生
師
名
簿
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
る
製
菓
衛
生
師
名
簿
と
み

な
す
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｊ
Ａ
農
産
物
直
売
所

愛
情
館

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
九
一
番
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事
理
事
長

山
﨑

周
二

住
所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
三
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会

福
島
県
本
部

代
表
者
の
氏
名

県
本
部
長

渡
部

俊
男

住
所

福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
三
枚
長
一
番
地
の
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
二
月
十
二
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
三
百
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

四
十
六
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

十
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

八
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

午
前
八
時

㈡

閉
店
時
刻

午
後
七
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
七
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

二
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

令
和
三
年
六
月
十
一
日

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

高
野
千
織

───────────────────────────────────────────────────────────
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二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
三
十
九
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

緒
方
安
雄

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
三
十
一
号
）
に
よ
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
飯
野

本
宮
市
稲
沢
字
研
石
二
四

変
更
前

四
五
・
七
〜

一
七
六
・
五

三
春
石
川

番
四
地
先
か
ら

一
〇
六
・
六

線

同

市
稲
沢
字
研
石
三
〇

番
六
地
先
ま
で

変
更
後

四
五
・
七
〜

一
七
六
・
五

一
〇
六
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
飯
野

本
宮
市
稲
沢
字
平
田
石
一

変
更
前

一
一
・
〇
〜

一
八
〇
・
〇

三
春
石
川

六
五
番
一
地
先
か
ら

八
九
・
〇

線

同

市
稲
沢
字
平
田
石
五

五
番
二
八
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
〇
〜

一
八
〇
・
〇

五
二
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

拾
石
久
保

石
川
郡
浅
川
町
大
字
里
白
石
字
十
石

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

久
保

田
畑

福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
字
三
賀
尻

地
滑
り
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穴
原

同

市
飯
坂
町
茂
庭
字
鱒
沢

地
滑
り

水
割

同

市
飯
坂
町
天
王
寺

地
滑
り

田
畑
第
２

同

市
飯
坂
町
茂
庭
字
田
畑

地
滑
り

天
沼

同

市
土
湯
温
泉
字
天
沼

地
滑
り

秋
伐
場
１

同

市
土
湯
温
泉
字
秋
伐
場

地
滑
り

土
湯
秋
伐
場

同

市
土
湯
温
泉
字
秋
伐
場

地
滑
り

四
石

同

市
岡
部
字
四
石

地
滑
り

宮
内

伊
達
市
霊
山
町
掛
田
字
宮
内

地
滑
り

東
沢

同

市
保
原
町
柱
田
字
東
沢

地
滑
り

東
沢
１

同

市
保
原
町
柱
田
字
東
沢

地
滑
り

駒
場

伊
達
郡
国
見
町
大
字
石
母
田
字
駒
場

地
滑
り

峰
崎

南
会
津
郡
南
会
津
町
中
荒
井
字
峰
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

峰
崎

南
会
津
郡
南
会
津
町
中
荒
井
字
峰
崎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
砂

防

課
）

福
島
県
病
院
局
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福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ３ 年 ６ 月 29日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ６ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の
一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 16年 福
島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
別 表 第 11の ９ 中 「 及 び 11」 を 「 、 11及 び 12」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。
12 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 に お い て 検 査 業 務 に 従 事 す る 主 任 専 門 医 療 技 師 等 の
職 を 命 ぜ ら れ て い る 職 員

区 分 勤 務 時 間 休 憩 時 間 休 息 時 間 週 休 日

通 常 勤 務 の 午 前 ９ 時 か ら 午 午 後 零 時 30分 か 勤 務 時 間 ４ 時 間 ４ 週 間 ご と の
者 後 ５ 時 45分 ま で ら 午 後 １ 時 30分 につき15分とし、 期 間 に つ き 院

ま で 院 長 の 定 め る 時 長 の 定 め る ８
間 の 日

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）
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